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●「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」へ
の
期
待
と
関
心

　

開
発
援
助
の
貧
困
削
減
に
対
す
る

有
効
性
を
高
め
る
た
め
に
、
開
発
途

上
国
が
主
体
的
に
貧
困
削
減
に
取
り

組
む
よ
う
な
統
治
構
造
の
改
善

︵Good Governance

︶
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。た
と
え
ば
世
界
銀
行
は『
有

効
な
援
助
』︵
原
題Assessing Aid

︶

と
い
う
一
九
九
八
年
の
報
告
書
の
中

で
、
援
助
は
よ
い
政
策
が
実
行
さ
れ

て
い
る
環
境
の
下
で
な
ら
有
効
で
あ

る
こ
と
、
援
助
は
よ
い
政
策
を
実
行

し
て
い
る
低
所
得
国
に
向
け
る
べ
き

で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
示
し
た
。

こ
の
報
告
書
は
、
資
金
援
助
は
良
い

政
策
環
境
の
下
で
有
効
に
作
用
す
る

の
で
、
資
金
援
助
は
健
全
な
経
済
運

営
を
し
て
い
る
低
所
得
国
に
絞
っ
て

効
果
的
に
行
う
べ
き
で
、
政
策
改
革

支
援
援
助
は
途
上
国
の
政
府
自
身
の

政
策
改
革
努
力
の
促
進
に
供
与
す
べ

き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
開
発
援
助
の
前
提
と

し
て
、
政
府
が
企
業
や
市
民
の
信
頼

を
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
制
度
や
組
織

を
整
備
す
る
こ
と
︵
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

改
善
︶
が
重
視
さ
れ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス

を
統
計
指
標
で
評
価
し
よ
う
と
い
う

試
み
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。

●
ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
の
種
類

　

ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
の
対
象
は
、
市

民
の
発
言
機
会
と
そ
れ
に
対
す
る
説

明
責
任
︵voice and accountability

︶、

政
治
の
安
定
性
、
政
府
が
ど
の
く
ら

い
有
能
で
あ
る
か
、
規
制
が
ど
の
く

ら
い
企
業
の
負
担
に
な
っ
て
い
る

か
、
法
の
支
配
、
腐
敗
の
取
り
締
ま

り
な
ど
で
あ
る
。
ガ
バ
ン
ス
指
標
に

は
﹁
定
期
的
に
選
挙
が
行
わ
れ
て
い

る
か
﹂﹁
女
性
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が

議
会
に
参
加
し
て
い
る
か
﹂
と
い
っ

た
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
よ
る
も
の

と
、
専
門
家
等
の
主
観
的
な
判
断
に

よ
る
も
の
が
あ
る
。
主
観
的
判
断
を

使
っ
た
も
の
の
一
つ
は
フ
リ
ー
ダ

ム
・
ハ
ウ
ス
︵Freedom

 House

：
ワ

シ
ン
ト
ン
D. 

C. 

を
本
部
と
し
て
、

一
九
四
一
年
に
世
界
の
民
主
的
自
由

を
促
進
・
保
護
す
る
目
的
で
設
立
さ

れ
た
シ
ン
ク
タ
ン
ク
︶
に
よ
る
サ
ー

ベ
イ
が
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
的
権
利

や
市
民
的
権
利
の
保
障
の
程
度
を
段

階
評
価
︵﹁
自
由
﹂︵free

︶、﹁
あ
る

程
度
自
由
﹂︵partly free

︶、﹁
自
由

で
は
な
い
﹂︵not free

︶︶
し
た
も
の

で
あ
る
。
も
う
一
つ
重
要
な
の
が
制

度
の
質
や
経
済
的
自
由
、
腐
敗
等
の

指
標
で
、
ヘ
リ
テ
ッ
ジ
財
団

︵Heritage Foundation

︶
や
ト
ラ
ン

ス
パ
レ
ン
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
︵Transparency International

︶

と
い
っ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
シ
ン
ク
タ
ン
ク

の
指
標
や
世
界
銀
行
の
調
査

︵Business Environm
ent and 

Enterprise Perform
ance Survey

：
Ｂ

Ｅ
Ｅ
Ｓ
︶
が
有
名
で
、
点
数
評
価
さ

れ
て
い
る
。

●
ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
の
歴
史

　

ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
の
前
史
と
し
て

重
要
な
の
は
カ
ン
ト
リ
ー
・
リ
ス
ク

の
指
標
、
お
よ
び
人
権
保
障
の
指
標

で
あ
る
。
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
は
海

外
直
接
投
資
に
よ
っ
て
途
上
国
に
進

出
し
た
企
業
が
収
用
・
没
収
・
国
有

化
等
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
る
危
険
あ

る
い
は
利
潤
の
海
外
送
金
の
規
制
や

差
別
的
な
重
い
課
税
等
に
よ
っ
て
企

業
活
動
が
規
制
さ
れ
て
し
ま
う
危
険

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
危

険
を
左
右
す
る
要
因
と
し
て
政
治
的

不
安
定
性
な
ど
が
指
標
化
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ま
た
政
治
的
時
自
由

や
人
権
の
評
価
・
格
付
け
で
は
フ

リ
ー
ダ
ム
・
ハ
ウ
ス
が
一
九
七
七
年

か
ら
活
動
を
行
う
他
、
ア
ム
ネ
ス

テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
調

査
活
動
に
従
事
し
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

フ
マ
ナ
の
仕
事
も
あ
る
。
こ
れ
は
世

界
各
国
の
人
権
状
況
を
網
羅
し
た
も

の
と
し
て
一
九
八
五
年
か
ら
公
刊
さ

れ
て
い
る
『
世
界
人
権
ハ
ン
ド
ブ
ッ

ク
』
と
な
っ
て
い
る
。

●
ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
の
例

　

ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
に
は
様
々
な
側

面
が
あ
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
例
を

紹
介
し
て
み
た
い
。
表
1
は
経
済
成

長
の
著
し
い
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
諸
国
に
関

す
る
世
界
銀
行
の『
投
資
環
境
調
査
』

︵W
orld Bank's Investm

ent clim
ate 

Survey of Firm
s

︶
の
指
標
を
見
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
二
〇
〇
一

年
か
ら
五
三
か
国
以
上
に
対
し
て
行

わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
中
に
は

企
業
の
経
営
者
に
と
っ
て
行
政
の
規

制
や
腐
敗
が
企
業
活
動
の
障
害
に

な
っ
て
い
る
か
、
ど
う
か
を
調
査
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
表
2
は
Ｂ
Ｒ

すぐに役立つ開発指標の話
第8回

ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標

G
overnance Indicators

野
上
裕
生
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Ｉ
Ｃ
ｓ
諸
国
に
関
す
る
フ
リ
ー
ダ

ム
・
ハ
ウ
ス
に
よ
る
市
民
的
自
由
や

政
治
的
権
利
の
保
障
に
関
す
る
調
査

結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
指
標
に
は
多

く
の
構
成
要
素
が
あ
る
上
に
、
客
観

的
な
デ
ー
タ
と
専
門
家
の
判
断
に
よ

る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
総

合
す
る
こ
と
に
は
難
し
い
問
題
が
あ

る
。
た
と
え
ば
比
較
可
能
性
︵
社
会

経
済
的
文
脈
の
異
な
る
移
行
経
済
諸

国
の
評
点
と
ア
ジ
ア
諸
国
の
評
点
を

比
較
で
き
る
の
か
︶、
デ
ー
タ
の
整

合
性
︵
あ
る
企
業
が
、
役
人
た
ち
か

ら
圧
力
を
感
じ
て
い
た
り
、
通
関
手

続
き
の
待
ち
時
間
は
、
そ
の
国
の
政

府
全
体
の
有
能
さ
そ
の
も
の
の
評
価

に
な
る
の
か
︶と
い
う
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
指
標
は
社
会

の
一
つ
の
側
面
を
示
し
て
い
る
点
で

有
用
で
あ
る
。

●
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
方
法

　

途
上
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
は

様
々
な
方
法
が
あ
る
。
第
一
は
、
行

政
官
の
自
己
利
益
追
求
に
伴
う
行
政

組
織
の
肥
大
化
を
抑
制
し
、
民
営
化

に
よ
っ
て
効
率
改
善
を
図
る
こ
と
で

あ
る
。
第
二
は
人
事
面
で
成
果
に
応

じ
た
待
遇
に
よ
っ
て
公
務
員
に
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
与
え
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
他
、
分
権
化
も
有
力
な
手

段
で
あ
る
。

︵
の
が
み　

ひ
ろ
き
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
︶
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6
を
参
照
し
た
。
カ
ン
ト

リ
ー
・
リ
ス
ク
指
標
は
井
上
久
志［
一

九
八
五
］『
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
の

研
究
︱
理
論
と
実
証
と
評
価
モ
デ

ル
』
東
洋
経
済
新
報
社
が
詳
し
い
。

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
城
山
英
明
［
二

〇
〇
七
］『
国
際
援
助
行
政
』
東
京

大
学
出
版
会
を
参
照
し
た
。

表1

国　名 調査年 標本規模
政策や規制の予測がつかない
ことが事業の主要または深刻
な障害だとの回答比率

腐敗が事業の主要または深刻
な障害だとの回答比率

ロシア 2002 506 31.5 13.7

ブラジル 2003 1642 75.9 67.2

中国 2002/3 3948 32.9 27.3

インド 2003 1827 20.9 37.4
（注）インドの調査の一部は2000年に行われている。企業の経営者にインタビューを行って、行政の規制や腐敗などが企業経営にとって「障害ではない」

（‘no obstacle’）、「 い く ら か 障 害 で あ る 」（‘minor obstacle’）、「 あ る 程 度 は 障 害 で あ る 」（‘moderate obstacle’）、「 主 要 な 障 害 で あ る 」（‘major 
obstacle’）、「極めて深刻な障害である」（‘very severe obstacle’）の五段階評価を行ったものである。

（出所）World Bank [2004] World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone, Oxford University Press, pp. 246-247の統計資料から筆
者作成。

表2
国　名 市民的自由（2000年） 政治的権利（2000年）

ロシア 5 5

ブラジル 3 3

中国 6 7

インド 3 2
（注）フリーダムハウスによる市民的自由や政治的権利の保障の評価で、専門家による評点

を平均して、1から2.5は「自由」、3から5は「ある程度は自由」、6から7は「自由では
ない」という基準で評価したもの。基準値の間にある評点（たとえば5.5）が得られた
場合には、基になったデータをさらに吟味して、上記の三つに分類している。

（出所）UNDP [2002] Human Development Report 2002: Deepening democracy in a fragmented 
world, New York: Oxford University Press.




